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現存会員数 
男性 292 人 

小郡本所 

男性 246 人 

大刀洗支所 

男性 46 人 

 女性 147 人 女性 109 人 女性 38 人 

 （12 月 15 日現在） 合計 439 人 合計 355 人 合計 84 人 

 

数日周期で天気が変わり、寒気の影響で気温が下がったり、雨が降る日も多い師走を迎えています。会員の

皆さんには、健康管理に十分留意され、気温変化で体調を崩されませんよう気を付けてお過ごし下さい。 

先月末から今月初めにかけて皆様にお願いいたしました「高齢者が安心して暮らせる社会を実現するために

～シルバー人材センターへの支援の要望～」の署名活動へのご協力ありがとうございました。おかげさまをも

ちまして２，８６７名の方の署名を集めることができました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

さて、この署名、何のために集めたのか？ 

事業仕分けで「平成２２年度予算要求の３分の１程度の縮減を確実に実施」という大変厳しい評価を受けたこ

とに対して、上記目的のために、新年度予算を概算要求どおりお願いするための署名でした。 

事業仕分けの対象となった背景には、シルバー人材センターに対して補助金を使って「民業圧迫している。」「若

年齢者の雇用の場を奪っている。」との考え方があるからです。 

また、連日のニュースで報じられているように公益法人の見直しや昨今の経済情勢など、シルバー人材センタ

ーを取り巻く社会環境は厳しくなる一方です。 

公益法人への移行を目前に控え『「適正」かつ「安全」な就業を通じた高齢者の生きがいつくりと社会参加』と

いう本来のシルバー人材センターのあり方に立ち戻らなければなりません。 

本来、シルバー人材センターが会員に提供する就業は「臨時的・短期的なもの」とシルバー設立の根拠法たる

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で規定されております。 

この法律を遵守し、シルバー人材センターへの批判を応援に変え、その存在意義を公に認めていただくために

大事なのが「適正就業」であり、その基準が「適正就業基準」です。 

平成２２年度は「適正就業基準」を４月に施行し、その適正化に本格的に取り組み始めた年でした。具体的

には「週２０時間・月１０日以内の就業、期間は原則１年（４回まで更新可）」という内容です。 

「適正就業」は「安全就業」と同じくセンターにとって大事な問題ですから、会員の皆さんのご理解とご協力

をよろしくお願いします。 

  

〈継続就業会員の皆様へ！ご確認とお願い！！〉 

※ ４月に配付いたしました「適正就業基準」（Ａ４両面刷にて１枚もの)は保存してありますか？ 

 この基準に則り 

１．継続就業されている全ての会員さんに対し、就業確認書と就業承諾書を 平成２３年度の就業開始前（平成

２３年２月配付予定）にお渡しいたします。 

２．就業確認書は「その会員さんが、いつからいつまで、誰の依頼で、どこで就業するのかを記載した書面」で

あり、センターから継続就業されている全ての会員さんに対しお渡しするものです。 

３．就業承諾書は会員さんからセンターに提出をお願いするものです。 

「就業確認書の内容を承諾し、就業します。」という主旨の承諾書であり、これを新年度就業開始前（平成

２３年３月３１日）までに提出していただきます。  

４．就業期間が満了を迎える方には遅くても１ヵ月前に就業期間終了通知書を、センターから当該会員さんにお

渡しするようにいたします。 

  

―  裏面に続く― 



〈小郡市民文化祭参加！シルバーコーナーは大いに盛り上がりました！〉 

１１月２０日(土)、２１日(日) の小郡市民文化祭にてチャリティーバザー、焼きいも販売、互助会の作品展、同好会

作品の展示販売などを行いました。チャリティーバザーには、多くの皆さんから善意の寄贈を頂きました。事前の値付け

から当日の販売までは普及啓発部会の活動推進委員会の女性メンバーに担当してもらいました。 

売上げ総額３０,９４０円を社会福祉協議会へ寄付させて頂く予定です。皆さんのご協力に感謝申し上げます。 

 ※ 文化祭の様子は「互助会だより」をご参照下さい。 

○ チャリティーバザーに寄贈して頂いた皆様（五十音順、敬称略）  

荒巻 常幸 井上 貴子 川野 直 白武 スミ子 長澤 尚子 林 ナツミ 松熊 秀子 

有川 穂積 牛嶋 芳香 川端 タミ子 高野 英三 西山 早智子 原 恵 峯崎 泰一 

池松 タマエ 尾花 日出成 古賀 正信 鶴 淑子 仁田野 智章 平塚 千鶴子 森山 嘉威 

石橋 眸 蒲生 孝之 佐野 立美 戸髙 ケサミ 能塚 洋子 藤原 忠行 手芸同好会 

 

〈２０１１年 会 員 手 帳 の販 売 について〉 １冊２９０円 限定１００冊 売切れ御免！ 

２０１１年版の会員手帳の販売しています。使っている会員の皆さんからは大変使いやすいと評判の手帳です。

週間予定タイプで、カレンダー式の月別日程表も付いています。会員証などがはさめるポケットも付いています。 

残り２０冊程度で本所、支所のセンター窓口で販売しておりますので、早めにお買い求め下さい。 

   

〈安 全 祈 願 を行 います 〉 

新年の会員皆さんの無事故と健康を祈り、安全祈願を行いますので、ご都合のつく方はご参加をお願いします。 

日 時  平成２３年１月６日（木） 午前１０時より（30 分程度） 

場 所  御勢大霊石神社 （小郡市大保 1033 大保公民館横） 

 

〈年末年始の休業と１月配分金支払日のお知らせ〉 

・年内の本所・支所の業務は、１２月２８日（火）までです。 

・１２月２９日（水）より１月３日（月）までは、休業致します。 

・新年は 1月４日（火）より、通常通り営業致します。 

・１２月分の就業報告書は１月７日（金）までに提出をお願いします。 

・１月の配分金（１２月就業分）支払日は１月２０日（木）です。 

事務局だより・配分金明細書等の配付物は１月２０日（木）に事務局 

から地区委員さんに手渡します。その後、地区委員さんから地域班長 

さん、地域班長さんから会員の皆さんのお手元に届けられます。 

例年通り例月より５日程度遅くなります。 

就業報告書には発注者の不在の場合を除いて、必ず確認印を貰って下さい。 

正月近し   しめ縄 販 売 のご案 内     早めのご予約、ご購入を！ 

 しめ縄(大)850 円  しめ縄(小)550 円  しめ飾り 450 円  竹を使ったしめ飾り 1,100 円  

※１２月１日（水）よりお渡ししております。 

ただし、竹を使ったしめ飾りは１２月２７日（月）と２８（火）のみのお渡しとなります。                         

センターではしめ縄作り・販売を毎年独自事業として取り組み、ご好評を頂いております。今年も販売いたして

おります。国産藁 100％の仲間の手作りしめ縄を飾り、新たな気持ちで新年を迎えましょう。        

                     

皆様、どうぞ、良いお年をお迎え下さい。（事務局一同） 

 


